
【別紙8】挟まれ・巻き込まれ等による危険の防止に関する労働安全衛生法令における近年の主な安全規制等

第二十
条

事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
　一　機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
　二　爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
　三　電気、熱その他のエネルギーによる危険

第二十
一条

事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2
事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じ
なければならない。

第二十
六条

労働者は、事業者が第二十条から第二十五条まで及び前条第一項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければな
らない。

第二十
七条

第二十条から第二十五条まで及び第二十五条の二第一項の規定により事業者が講ずべき措置及び前条の規定により労働者が守らな
ければならない事項は、厚生労働省令で定める。

2
前項の厚生労働省令を定めるに当たつては、公害(環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二条第三項に規定する公害をいう。)その
他一般公衆の災害で、労働災害と密接に関連するものの防止に関する法令の趣旨に反しないように配慮しなければならない。

第二十
八条

厚生労働大臣は、第二十条から第二十五条まで及び第二十五条の二第一項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実
施を図るため必要な業種又は作業ごとの技術上の指針を公表するものとする。

2 厚生労働大臣は、前項の技術上の指針を定めるに当たつては、中高年齢者に関して、特に配慮するものとする。

3 （略）

4
厚生労働大臣は、第一項又は前項の規定により、技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するための指針を公表した場合において
必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するための指針に関し必要
な指導等を行うことができる。

第三十
一条

特定事業（※）の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料(以下「建設物等」という。)を、当該仕事を行う場所においてその請負
人(当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を
含む。第三十一条の四において同じ。)の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必
要な措置を講じなければならない。
　（※）特定事業：建設業、造船業

2 （略）

第
五
章

機械等並びに
危険物及び有
害物に関する
規制

第
一
節

（譲渡等の制
限等）

第四十
二条

特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するも
の又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具
備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。

第五十
九条

事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛
生のための教育を行なわなければならない。

2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。

3
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業
務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

第百十
四条

鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項及び第四項の規定による鉱山における保安(衛生に関する通気及び災害時の救
護を含む。次条第一項において同じ。)については、第二章中「厚生労働大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、「労働政策審議会」とあるの
は「中央鉱山保安協議会」とする。

2
鉱山保安法第二条第二項及び第四項の規定による鉱山に関しては、第三章中「総括安全衛生管理者」とあるのは「総括衛生管理者」と、
「安全衛生推進者」とあるのは「衛生推進者」とする。

法
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第二十
八条

事業者は、法及びこれに基づく命令により設けた安全装置、覆(おお)い、囲い等(以下「安全装置等」という。)が有効な状態で使用される
ようそれらの点検及び整備を行なわなければならない。

第二十
九条

労働者は、安全装置等について、次の事項を守らなければならない。
一　安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせないこと。
二　臨時に安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせる必要があるときは、あらかじめ、事業者の許可を受けること。
三　前号の許可を受けて安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせたときは、その必要がなくなつた後、直ちにこれを原状に復し
ておくこと。
四　安全装置等が取りはずされ、又はその機能を失つたことを発見したときは、すみやかに、その旨を事業者に申し出ること。

2 事業者は、労働者から前項第四号の規定による申出があつたときは、すみやかに、適当な措置を講じなければならない。

第三十
五条

事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従
事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。
一　機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
二　安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
三　作業手順に関すること。
四　作業開始時の点検に関すること。
五　当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
六　整理、整頓(とん)及び清潔の保持に関すること。
七　事故時等における応急措置及び退避に関すること。
八　前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

2
事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項
についての教育を省略することができる。

第百一
条

事業者は、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆(おお)い、囲い、スリー
ブ、踏切橋等を設けなければならない。

2
事業者は、回転軸、歯車、プーリー、フライホイール等に附属する止め具については、埋頭型のものを使用し、又は覆(おお)いを設けなけ
ればならない。

3 事業者は、ベルトの継目には、突出した止め具を使用してはならない。

4･5 （略）

(ベルトの切
断による危険
の防止)

第百二
条

事業者は、通路又は作業箇所の上にあるベルトで、プーリー間の距離が三メートル以上、幅が十五センチメートル以上及び速度が毎秒
十メートル以上であるものには、その下方に囲いを設けなければならない。

第百三
条

事業者は、機械ごとにスイツチ、クラツチ、ベルトシフター等の動力しや断装置を設けなければならない。ただし、連続した一団の機械で、
共通の動力しや断装置を有し、かつ、工程の途中で人力による原材料の送給、取出し等の必要のないものは、この限りでない。

2
事業者は、前項の機械が切断、引抜き、圧縮、打抜き、曲げ又は絞りの加工をするものであるときは、同項の動力しや断装置を当該加工
の作業に従事する者がその作業位置を離れることなく操作できる位置に設けなければならない。

3
事業者は、第一項の動力しや断装置については、容易に操作ができるもので、かつ、接触、振動等のため不意に機械が起動するおそれ
のないものとしなければならない。

第百四
条

事業者は、機械の運転を開始する場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、一定の合図を定め、合図をする者を指名
して、関係労働者に対し合図を行なわせなければならない。

2 労働者は、前項の合図に従わなければならない。

第百七
条

事業者は、機械(刃部を除く。)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるとき
は、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所に覆いを設
ける等の措置を講じたときは、この限りでない。

2
事業者は、前項の規定により機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠を掛け、当該機械の起動装置に表示板を取り付け
る等同項の作業に従事する労働者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。
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第百八
条

事業者は、機械の刃部の掃除、検査、修理、取替え又は調整の作業を行うときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械
の構造上労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

2
事業者は、前項の規定により機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠をかけ、当該機械の起動装置に表示板を取り付け
る等同項の作業に従事する労働者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。

3
事業者は、運転中の機械の刃部において切粉払いをし、又は切削剤を使用するときは、労働者にブラシその他の適当な用具を使用させ
なければならない。

4 労働者は、前項の用具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

(ストローク端
の覆い等)

第百八
条の二

事業者は、研削盤又はプレーナーのテーブル、シエーパーのラム等のストローク端が労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆い、
囲い又は柵を設ける等当該危険を防止する措置を講じなければならない。

(巻取りロー
ル等の危険
の防止)

第百九
条

事業者は、紙、布、ワイヤロープ等の巻取りロール、コイル巻等で労働者に危険を及ぼすおそれのあるものには、覆(おお)い、囲い等を設
けなければならない。

第百十
条

事業者は、動力により駆動される機械に作業中の労働者の頭髪又は被服が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に適当な作
業帽又は作業服を着用させなければならない。

2 労働者は、前項の作業帽又は作業服の着用を命じられたときは、これらを着用しなければならない。

第百十
一条

事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使
用させてはならない。

2 労働者は、前項の場合において、手袋の使用を禁止されたときは、これを使用してはならない。

第
三
節
の
二

(成形機等に
よる危険の防
止)

第百三
十条の
九

事業者は、食品加工用成形機又は食品加工用圧縮機に労働者が身体の一部を挟まれること等により当該労働者に危険を及ぼすおそれ
のあるときは、覆い、囲い等を設けなければならない。

第百四
十七条

事業者は、射出成形機、鋳型造形機、型打ち機等(第百三十条の九及び本章第四節の機械を除く。)に労働者が身体の一部を挟まれる
おそれのあるときは、戸、両手操作式による起動装置その他の安全装置を設けなければならない。

2 前項の戸は、閉じなければ機械が作動しない構造のものでなければならない。

(逸走等の防
止)

第百五
十一条
の七十
七

事業者は、コンベヤー(フローコンベヤー、スクリューコンベヤー、流体コンベヤー及び空気スライドを除く。以下同じ。)については、停電、
電圧降下等による荷又は搬器の逸走及び逆走を防止するための装置(第百五十一条の八十二において「逸走等防止装置」という。)を備
えたものでなければ使用してはならない。ただし、専ら水平の状態で使用するときその他労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、こ
の限りでない。

(非常停止装
置)

第百五
十一条
の七十
八

事業者は、コンベヤーについては、労働者の身体の一部が巻き込まれる等労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、非常の場合に直
ちにコンベヤーの運転を停止することができる装置(第百五十一条の八十二において「非常停止装置」という。)を備えなければならない。

(荷の落下防
止)

第百五
十一条
の七十
九

事業者は、コンベヤーから荷が落下することにより労働者に危険を及ぼすおそれがあるときは、当該コンベヤーに覆い又は囲いを設ける
等荷の落下を防止するための措置を講じなければならない。

(トロリーコン
ベヤー)

第百五
十一条
の八十

事業者は、トロリーコンベヤーについては、トロリーとチェーン及びハンガーとが容易に外れないよう相互に確実に接続されているもので
なければ使用してはならない。

第百五
十一条
の八十
一

事業者は、運転中のコンベヤーに労働者を乗せてはならない。ただし、労働者を運搬する構造のコンベヤーについて、墜落、接触等によ
る労働者の危険を防止するための措置を講じた場合は、この限りでない。

2 労働者は、前項ただし書の場合を除き、運転中のコンベヤーに乗つてはならない。
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(点検)

第百五
十一条
の八十
二

事業者は、コンベヤーを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。
一　原動機及びプーリーの機能
二　逸走等防止装置の機能
三　非常停止装置の機能
四　原動機、回転軸、歯車、プーリー等の覆い、囲い等の異常の有無

(補修等)

第百五
十一条
の八十
三

事業者は、前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

第
二
章

建設機械等
第
二
節

(ウォータース
イベル用ホー
スの固定等)

第百九
十四条
の三

事業者は、ボーリングマシンのウォータースイベルに接続するホースについては、当該ホースがロッド等の回転部分に巻き込まれること
による労働者の危険を防止するため、当該ホースをやぐらに固定する等の措置を講じなければならない。

通
達

省
令

労働安全衛
生法施行規
則

安
全
基
準

「コンベヤの安全基準に関する技術上の指針」

第
二
編

くい打機、くい抜
機及びボーリン
グマシン

コンベヤー

第
一
章
の
二

荷役運搬機械
等

第
二
節

（趣旨）コンベヤ又は附属装置への接触、荷の落下等による災害を防止するため、コンベヤの設計、製造、設置及び使用に関する留意事項を規定。

（概要）下記の内容で構成
１　総則
　１－１　趣旨
　１－２　設計及び製造
　１－３　設置
　１－４　使用
　　（１）～（8）　（略）
　　（9）コンベヤの掃除、給油、検査、修理等の保全の作業（以下「保全作業」という。）を行う場合において、労働者に危
　　　　険を及ぼすおそれのあるときは、コンベヤの運転を停止し、かつ、コンベヤが作動しないような措置を講じること。
　　（10）防護覆い、点検覆い等は、やむを得ない場合を除きコンベヤの運転中は開放しないこと。
　　（11）～（12）　（略）
　　（13）事業者は、労働者、保全作業を行う者及び監督者に対して、あらかじめ、コンベヤによる災害を防止するために
　　　　　必要な作業標準、取扱要領、保全方法等について教育をすること。
２　各種コンベヤ
　２－１　ベルトコンベヤ等
　２－２　エプロンコンベヤ
　２－３　フライトコンベヤ及びフローコンベヤ
　２－４　トウコンベヤ
　２－５　トロリコンベヤ
　２－６　ローラーコンベヤ及びホイールコンベヤ
　２－７　スクリューコンベヤ
　２－８　振動コンベヤ
　２－９　水コンベヤ
　２－１０　バケットエレベーター
３　雑則


